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機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管 

一般医療機器 吸引チューブ（16779000） 

エクセルチューブ 
再使用禁止 

 

【禁忌・禁止】 

1．再使用禁止 

 

【形状・構造及び原理等】 
1.形状・構造 

品名 形状 

エクセルチューブ 

 

原材料：ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジイソノニル） 

 

2.原理 

本品を吸引器、回収容器、吸引嘴管等に接続することによって吸引する。 

 

【使用目的又は効果】 

カテーテルやチューブの接続と延長、浸出液等を吸引により除去する際

に、吸引器と回収容器又は排液用チューブと回収容器との接続に用いる

プラスチック製のチューブである。 

 

【使用方法等】 

1. 本品を必要な長さにカットする。 

2．本品をチューブ、カテーテル等の接続口に緩みや外れが生じないよう

にしっかりと接続する。 

 

【使用上の注意】 
＜重要な基本的注意＞ 

1.接続部への体液や薬液等の付着に注意すること。[接続部のゆるみ等

が生じる可能性がある。] 

2.接続部からの液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないこと。 

3.未滅菌品のため、体外での排液・排気カテーテルの延長以外に使用

しないこと。 

4.予め接続部にゆるみや液漏れ等がないことを確認してから使用する

こと。 

5.使用中は本品の破損、接続部のゆるみ、液漏れ及び詰まり等につい

て、定期的に確認すること。 

6.本品が折り曲げられたり、引っ張られた状態で使用しないこと。 

7.本品を鉗子等でつまんで傷をつけないように、さらに、はさみ等の

鋭利なもので傷をつけないように注意すること。 

8.体動でねじると流路が閉塞する可能性があるので注意すること。 

9.使用後は感染防止に留意し安全な方法で処分すること。 

 

＜不具合・有害事象＞ 

 本品を使用中に、以下の不具合・有害事象があらわれることがあるの

で、異常が認められた場合、直ちに適切な処置をすること。 

 1）その他の不具合 

  機器の破損/変形、閉塞、接続外れ 

 2）重大な有害事象 

  組織の損傷、感染等 

 

【保管方法及び有効期間等】 
＜保管方法＞ 

水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管すること。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 
製造販売業者：株式会社トータルメディカルサプライ 

TEL：078-302-5595 FAX：078-302-5596 

 


